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5-8  専門業務型裁量労働制 

 

 

 

 専門業務型裁量労働制は、昭和 62年改正によって導入された制度（旧法第

38条の 2第 4,5 項）であり、その後、平成 10年改正で第 38条の 3として別

条に移された。 

 本制度は、「業務の性質上その遂行方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必

要があるため、業務遂行手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をす

ることが困難なものとして厚生労働省令（労基施則 24条の 2の 2）で定める

業務」のうち、労働者を就かせることとする業務について、労使協定の締結

等一定の要件を経て認められる裁量労働制である（第 38条の 3）。 

 労使協定の締結は、事業場への専門業務型裁量労働制の導入を労働基準法

上適法化するための要件と考えられているので、別途、就業規則等に、制度

と運用に関する規定を設けることが必要である。（就業規則等の根拠規定をも

って、初めて、労働契約上の効力が生じることとなる。） 

 裁量労働制のみなし労働時間制においても、休憩、深夜業、休日及び時間

外労働・割増賃金の規定の適用は排除されないので、労使協定のみなし時間

が法定労働時間を超える場合は 36協定の締結届出が必要である。また、深夜

労働には割増賃金の支払が必要である。 

 


